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報道関係者 各位 
 

四国初の安全衛生優良企業を認定しました 

～認定通知書交付式を開催します～ 
 

厚生労働省では、安全で健康な職場づくりを一層推進するため平成 27年度から企業トッ
プのリーダーシップにより労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、

高い安全衛生水準を維持・改善している企業をより広く認知してもらうこと、そして積極的な

取組を進める企業を応援することを目的として、企業の申請に基づき都道府県労働局長が

「安全衛生優良企業」として認定（３年間）する「安全衛生優良企業制度」を新たに設けまし

た。 
高知労働局（局長 伊津野信之）では、高知労働局第１号の安全衛生優良企業として

ニッポン高度紙工業株式会社を認定し、下記のとおり認定通知書交付式を開催します。 
また、この認定は四国で初めてのものとなり、認定した企業名は厚生労働省の「職場の

あんぜんサイト」でも公表されます。 
認定を受けた企業は、安全衛生優良企業認定マークを名刺や商品などに使用し、安

全・健康で働きやすい企業であることを求職者や取引先などへ PR することができます。 
高知労働局では、今後も安全衛生優良企業公表制度を通じて、企業の安全衛生対策

の推進に向けた取り組みを進めていきます。 
 

 

【安全衛生優良企業認定通知書交付式】 

  

１ 日時  平成 27年 12月 22日（火） 午後 1時 30分から 

２ 場所  高知労働局 ２階会議室（高知市南金田１－３９）  

３ 認定企業名  ニッポン高度紙工業株式会社（本社 高知市・製造業） 

４ 主な取組内容 

 ①安全３Ｈ活動の推進 

 ②安全活動の全社共有 

 ③社内安全体感教育 

 ④防火管理体制の向上 

⑤集団健康学習 
 

 

《安全衛生優良企業が公表されているサイト「職場のあんぜんサイト」》 

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/shindan/shindan_index.html 
※ 取材をお待ちしております。事前の申し込みは不要です。 

平成２７年12月17日 

【照会先】 

高知労働局 労働基準部健康安全課 

課      長  掛水 敏光 

安全専門官  梅原 俊明 

（直通電話）  ０８８－８８５－６０２３ 

Press Release 
 厚生労働省 

第12次労働災害防止計画推進中 

(安全衛生優良企業の認定マーク) 

 

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/shindan/shindan_index.html
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■安全衛生優良企業の認定マーク 
 

Work のW をモチーフに、安全衛生への積極的な取り組み
が認められた企業に対して“リボンとはなまる印”、人々の交流

を“笑顔”で表し、多様な企業の連携による魅力発信をイメージ

しています。 
シンボルマーク・キャッチフレーズ・呼称は、この制度で優良

企業であると認定された企業のみが使用することができます。 
 
 
 
 

添付資料 

１ 認定企業の安全衛生取組事例                      （資料番号 １）   

２ 安全衛生優良企業パンフレット                      （資料番号 ２） 
 

 
 



 
 

 
資料番号１  

 
認定企業の安全衛生取組事例 

 

企業名  
ニッポン高度紙工業株式会社（本社 高知市、その他のパルプ・

紙・紙加工品製造業） 
（企業規模 436 名） 

事業概要  本社工場の外、高知県安芸市、南国市、鳥取県米子市に工場を

置き、コンデンサ・電池用等の絶縁紙の製造を行っている。 

 

安全衛生取組事例  
 

① 安全3H活動の推進 
  労働災害の未然防止に繋げる新たな活動として、事故やトラブルは3Ｈ（初

めて、変更、久しぶり）の時に発生することを会社全体で認識し、事前にＫＹ

Ｔやリスクアセスメント等を実施した上で作業を行い、その取り組みを報告・

共有する活動を行っている。 

 

② 安全活動の全社共有 

○被災・ヒヤリハット事例を全社共有することで同様の被災事例を発生させな

い活動を行っている。 

○全社パトロールの実施 

各事業所の安全衛生委員が互いの事業所をパトロールし、安全衛生委員会に

出席・報告することで、事業所間の交流や安全衛生活動の情報の共有化を行っ

ている。 

 

③ 社内安全体感教育 

  事故の怖さや事故に至る知識について体感を通じて学び、個々が安全に対す

る感性を身につけることで、労働災害の未然防止に繋げることを目的として、

社内にて安全体感教育を実施している。（別紙１参照） 

 

④ 防火管理体制の向上 

安全衛生委員会メンバーおよび火元責任者等を対象に「消防学校による消防

基礎教育」を受講し、社内の防火管理水準のレベルアップおよび全従業員の防

火管理意識の向上に取り組んでいる。 
 

⑤ 集団健康学習 

毎年の健康診断結果より、各事業所の衛生管理者を中心とした健康に関する

学習や運動指導学習を実施し、健康維持・改善に繋げる活動を行っている。 

 



 
 

別紙１ 
 
社内安全体感教育の実施状況  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

挟まれ・巻き込まれ体感教育の状況  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 人形による吊り荷の振られ体感教育の状況  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人形による落下衝撃の疑似体験の状況  
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